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令和４年第６回（９月）みなかみ町議会定例会会議録第１号 

令和４年８月２５日（木曜日） 

─────────────────────────────────────── 

議事日程 第１号 

   令和４年８月２５日（木曜日）午前９時開議 

 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期の決定 

日程第 ３  議長諸報告 

日程第 ４  報告第１３号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について  

日程第 ５  報告第１４号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

日程第 ６  報告第１５号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

       報告第１６号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況報告について  

       報告第１７号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

日程第 ７  議案第５１号 令和４年度みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事請負契約の締結  

              について 

日程第 ８  議案第５２号 みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費  

              負担に関する条例の一部を改正する条例について  

日程第 ９  議案第５３号 みなかみ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ  

              いて 

日程第１０  議案第５４号 みなかみ町地方創生基金条例の制定について  

日程第１１  議案第５５号 令和３年度みなかみ町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

日程第１２  認定第 １号 令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ２号 令和３年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい  

              て 

       認定第 ３号 令和３年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ  

              いて 

       認定第 ４号 令和３年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ５号 令和３年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  

       認定第 ６号 令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定について  

日程第１３  議案第５６号 令和４年度みなかみ町一般会計補正予算(第４号)について 

─────────────────────────────────────── 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１６人） 

       １番 牧 田 直 己 君         ２番 茂 木 法 志 君 

       ３番 鈴 木 美 香 君         ４番 阿 部   清 君 

       ５番 髙 橋 視 朗 君         ６番 窪 田 金 嘉 君 

       ７番 本 多 公 保 君         ８番 髙 橋 久美子 君 

       ９番 森   健 治 君        １０番 鈴 木 初 夫 君 

      １１番 石 坂   武 君        １２番 中 島 信 義 君 

      １４番 髙 橋 市 郎 君        １５番 久 保 秀 雄 君 

      １６番 小 野 章 一 君        １７番 山 田 庄 一 君 

 

欠席議員      な  し 

 

会議録署名議員 

       ６番 窪 田 金 嘉 君        １１番 石 坂   武 君 

 

─────────────────────────────────────── 

 

職務のため議場に出席した事務職員の職氏名  

議会事務局長 原 澤 達 也 書 記 泉   雪 江 

書 記 山 田 直 樹   

 

─────────────────────────────────────── 

 

説明のため出席した者 

町 長 鬼 頭 春 二 君 副 町 長 宮 崎 育 雄 君 

教 育 長 田 村 義 和 君 会 計 課 長 原 澤 右 文 君 

総 務 課 長 桑 原 孝 治 君 総合戦略課長 林   市 治 君 

税 務 課 長 櫻 井 正 宏 君 町民福祉課長  中 西 紀 子 君 

子育て健康課長 入 澤 はるみ 君 生活水道課長 金 子 喜一郎 君 

農 林 課 長  原 澤 真治郎 君 観光商工課長 高 野 明 夫 君 

地域整備課長 林     昇 君 学校教育課長 河 合 博 市 君 

生涯学習課長 丸 山 浩 文 君 水 上 支 所 長 萩 原 達 也 君 

新 治 支 所 長 合 沢   衛 君 代表監査委員  澁 谷 正 誼 君 
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開  会 

          午前９時 開会  

 

議 長（山田庄一君） おはようございます。 

      本日、議員各位におかれましては、諸般にわたりご多忙のところ定刻までにご参集いた

だきまして誠にありがとうございます。  

      本日の会議につきましては、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、発言時を

含め常時マスクの着用をお願いいたします。  

      なお、アクリル板設置場所に限り、マスクを外しての発言を認めます。  

      ただいまの出席議員は１６名で定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  

      これより令和４年第６回９月みなかみ町議会定例会を開会いたします。  

      なお、気温の上昇が予想されますので、上着の脱着は各自個人でお願いしたいと思いま

す。 

──────────────────────────────────────────── 

 

発言の訂正  

 

議 長（山田庄一君） ここで、町長より訂正について発言の申出がありましたので、これを許可い

たします。 

      総合戦略課長。 

（総合戦略課長 林 市治君登壇） 

総合戦略課長（林 市治君） ７月の臨時議会における私の答弁につきまして、字句の訂正をお願い

したいと思います。 

      議案第４９号の質疑におきまして、中島議員から一般競争入札、他者の名前と他者の入

札額との質疑に対する答弁のうち、他者の入札額を２億３,４５０万円、税別と説明しま

した。正しくは２億３,６３０万円、税別でございました。訂正し、おわび申し上げます。

よろしくお願いいたします。  

──────────────────────────────────────────── 

 

町長挨拶  

 

議 長（山田庄一君） 本定例会に際し、町長より挨拶の申出がありましたので、これを許可いたし

ます。 

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 議長のお許しをいただきましたので、開会に当たりまして一言ご挨拶を申し

上げます。 
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      ９月定例議会を招集したところ、議員各位におかれましてはご参集賜り、厚く感謝申し

上げます。 

      また、今定例会には令和３年度決算認定が審議されることから、澁谷代表監査委員にご

出席をいただいております。ありがとうございます。  

      ８月も後半に入り、朝晩は過ごしやすくなりました。虫の鳴き声に季節の移ろいを感じ、

秋のみなかみらしい田園風景が見られる時期となりました。  

      さて、新型コロナウイルス感染症については、全国的にも過去最多を記録しております。

そのような状況下ですが、小・中学校の夏休みも終わり、今日、８月２５日から２学期が

始まりました。全国的にも子供たちへの感染が増加をしております。基本的な感染対策を

行い、感染しない、させない取組をお願いするところでございます。  

      町のワクチン接種は、８月１５日現在で３回目の接種率が７５.６２％となっておりま

す。６０歳以上の４回目の接種率は４０.１１％となっております。引き続き、多くの町

民の皆さんに接種をお願いいたします。  

      次に、町内の観光入込客数ですが、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年３６３万

人に対して令和３年は１９４万人で、４６ .５％と減少しております。今年の１月から６

月までの入り込みでは１４２万９,０００人で、令和元年同期間と比較すると７３.０％、

マイナス２７％と大きく落ち込んでおります。  

      愛郷ぐんまプロジェクトが８月末までとなっていますが、引き続きの延長を期待してい

るところでございます。 

      また、これから台風のシーズンを迎えますが、被害をもたらすような豪雨、暴風などが

心配されます。日頃から避難所、避難経路の確認、用水路の見回りなど気に留めて、災害

に備えていくことが大切だと思っております。  

      さて、今議会に提案いたします案件は、報告が５件、契約１件、条例３件、その他１件、

認定６件、補正予算１件であります。後ほど説明させていただきますので、よろしくご審

議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げ、開会の挨拶といたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

開  議  

 

議 長（山田庄一君） これより本日の会議を開きます。  

      本日の会議は、お手元に配付いたしました議事日程第１号のとおりであります。  

      議事日程第１号により、議事を進めます。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。  

      会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において指名いたします。 
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        ６番  窪 田 金 嘉  君 

       １１番  石 坂   武  君   を指名いたします。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長（山田庄一君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。  

      本定例会の会期につきましては、議会運営委員会にも諮りまして、本日８月２５日より、

９月２日までの９日間としたい考えであります。  

      これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、本定例会の会期は、本日８月２５日より９月２日までの９日間と決定いたしま

した。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第３ 議長諸報告  

 

議 長（山田庄一君） 日程第３、議長諸報告を行います。  

      初めに、議会閉会中の議員の辞職許可について報告いたします。  

      ７月２０日、阿部賢一議員より、７月３１日をもって辞職する旨の願が議長に提出され、

７月２１日にこれを許可いたしましたので報告します。 

      次に、閉会中の主な事項について報告をいたします。  

      新型コロナウイルス感染症については、７月中旬より感染者数が急増し、予断を許さな

い状況が続いております。このような中で、６月１７日には奥利根広域観光連携協議会総

会が開催され、出席いたしました。 

      ７月に入り、７月７日、赤谷プロジェクトとみなかみ町との意見交換会、７月８日、群

馬県未来構想フォーラム、７月１１日、定例利根郡議長会及び利根沼田広域市町村圏振興

整備組合定例議員協議会と、第１回沼田・利根地区新高校開設準備に関する意見交換会、

７月１４日、２０２２年原水爆禁止国民平和大行進及び核兵器廃絶運動、７月２６日、２

０２２年非核平和行進群馬県実行委員会より、核も戦争もない平和な２１世紀を築くため

の要請を受け、７月２７日、利根沼田広域市町村圏振興整備組合議会定例会及び利根沼田

学校組合議会議員協議会に出席いたしました。  

      ８月に入り、２１日にはサロモン藤原湖マラソンが開催され、２２日、利根地方総合開

発協会理事・代表監事合同会議、定例利根郡議長会及び利根沼田学校組合議会定例会が開

催され、出席いたしました。  

      その他日程は議会事務局で閲覧くださるようお願いいたします。  

      以上をもちまして、議長諸報告といたします。  
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第４ 報告第１３号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第４、報告第１３号 損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告につ

いてを議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 報告第１３号についてご説明申し上げます。 

      公用車による物損事故を原因とする損害賠償であります。 

      令和４年２月１１日午後３時３分頃、町道猿ヶ京小学校線にて獣害パトロール中、損害

賠償の相手が停車していた車のそばを徐行し、通過しようとしたところ、雪道でスリップ

し、相手方の右側面に接触して破損させたもので、損害賠償の額は４３万３ ,９２７円で

あります。 

      地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和４年７月２５日に専決処分を行いまし

たので、同条第２項の規定によりご報告いたします。 

議 長（山田庄一君） 以上で報告第１３号、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分報告について

の報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第５ 報告第１４号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第５、報告第１４号 令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不

足比率についてを議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について報告申し

上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、監査委員の意見書をつけて報告する

ものであります。 

      健全化判断比率は、実質赤字比率から将来負担比率までの４つの指標から成っており、

いずれかが早期健全化基準以上の場合には財政健全化計画を定めなければなりません。  

      令和３年度決算に基づく町の健全化判断比率につきましては、いずれも基準を下回る数

値となっております。 
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      次に、４つの指標について順次説明いたします。  

      実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字ではないため数値が計上され

ません。 

      実質公債費比率につきましては１０.７％で、早期健全化基準の２５.０％を下回ってお

ります。 

      将来負担比率につきましては、将来負担が見込まれる額よりもその額に充当可能な財源

のほうが大きく、算定値がマイナスとなるため、数値が計上されません。  

      続いて、公営企業会計に係る資金不足比率について報告いたします。 

      資金不足比率は公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合で、経営健全化基

準の２０.０％を超える場合には経営健全化計画を定めることとなります。  

      令和３年度決算に基づく町の資金不足比率は、水道事業会計及び下水道事業特別会計の

いずれも資金不足ではないため、数値が計上されません。  

      以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報告とさせていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で報告第１４号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比

率についての報告を終わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第６ 報告第１５号 株式会社水の故郷の経営状況の報告について  

     報告第１６号 株式会社猿ヶ京温泉夢未来の経営状況の報告について  

     報告第１７号 株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第５、報告第１５号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから

報告第１７号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３件を一括

議題といたします。 

      町長より報告の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 報告第１５号から第１７号まで一括して報告申し上げます。  

      町が２分の１以上出資している法人である株式会社水の故郷、株式会社猿ヶ京温泉夢未

来及び株式会社月夜野振興公社の経営状況につきまして、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定により報告するものであります。  

      令和３年度のそれぞれの経営状況は、株式会社水の故郷は、当期純損失が３５１万８８

５円で、前年度に比べ７８７万１,３２４円の減額となりました。  

      次に、株式会社猿ヶ京温泉夢未来は、当期純利益が４９３万５７５円で、前年度に比べ

１,６２６万７,９０４円の増額となりました。  

      最後に、株式会社月夜野振興公社は、当期純利益が３４８万４ ,９５３円で、前年度に

比べ１１６万２,８４８円の増額となりました。  
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      以上で経営状況の報告とさせていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で報告第１５号、株式会社水の故郷の経営状況の報告についてから報告

第１７号、株式会社月夜野振興公社の経営状況の報告についてまで、以上３件の報告を終

わります。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第７ 議案第５１号 令和４年度みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事請負契約の締結につ  

            いて  

 

議 長（山田庄一君） 日程第７、議案第５１号、令和４年度みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修

工事請負契約の締結についてを議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。 

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５１号についてご説明申し上げます。  

      みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事の請負契約を締結するものであります。  

      令和４年８月１８日に条件付一般競争入札を行った結果、８ ,４７０万円で利根郡みな

かみ町後閑８４番地３、増田ダイリンみなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事特定建設

工事共同企業体、代表者、増田建設株式会社代表取締役社長増田安永が落札をいたしまし

た。当該者を契約の相手方として工事請負契約を締結いたしたく、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５１号について、質疑はありませんか。  

      １２番中島信義君。 

１２番（中島信義君） これについても、他社の入札金額、それと公表予定金額が分かったら教えて

ください。まず、それからお願いします。  

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

学校教育課長（河合博市君） ただいまの質問にお答えします。  

      入札参加業者なんですけれども、条件付一般競争入札で公募しましたところ、１社のみ

の応募があった状態です。ですので、増田・ダイリンみなかみ中学校体育館屋根・外壁改

修工事特定建設工事共同企業体１社のみで、入札価格につきましては消費税抜きで７ ,７

００万円、公表された予定価格につきましては税抜きで７ ,７５０万円となっております。  

      以上でございます。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      中島君。 

１２番（中島信義君） この体育館は、築後多分１２年か３年しかたっていないと思うんですが、こ
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れだけの大規模改修工事が発生したということは、当時の工事に不備があったのか、ある

いは、その後自然環境で相当傷んだのか、そういった内容がお願いできればと思います。  

      と同時に、この屋根工事と外装工事はどんなことをするのか、ちょっと説明いただけれ

ばと思います。 

議 長（山田庄一君） 学校教育課長。 

学校教育課長（河合博市君） ただいまの質問にお答えします。  

      みなかみ中学校の体育館につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造ということで、平成

６年に建築されまして、築後２８年が経過しております。  

      その間、塗装工事が行われておらず、外壁等ひび割れ、クラック等が発生していたり、

屋根等の塗装の劣化も著しくなっておりますので、今回改修する工事となっております。  

      工事内容につきましては、外壁工事、ひび割れ補修工事なんですけれども、いろいろ点

検をしましたところ、延長で６５８.３メーターのひび割れの補修を行います。  

      塗装工事なんですけれども、屋根、外壁合わせまして５ ,９６０.５平米の塗装工事を予

定しております。 

      以上でございます。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      中島君。 

１２番（中島信義君） ２回目の質問のとき、ちょっと私の勘違いから質問を投げかけてしまいまし

たので、これでちょっと訂正させていただきます。  

      というのは、これは新しくなったみなかみ中学校、要するに月夜野にある、ということ

で、実は私、古い、旧水上中学校、水の上の、その中学と勘違いしましたんで、申し訳あ

りません。一応そういうことでございます。訂正させていただきます。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５１号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第５１号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５１号の討論を終結いたします。 

      議案第５１号、令和４年度みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事請負契約の締結に

ついてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５１号、令和４年度みなかみ中学校体育館屋根・外壁改修工事請負契約

の締結については原案のとおり可決されました。  
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──────────────────────────────────────────── 

 

日程第８ 議案第５２号 みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費負担  

            に関する条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第８、議案第５２号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５２号についてご説明申し上げます。  

      最近における物価変動等に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に

関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラ等の作成の公営に要する経費に係る限

度額を引き上げる改正を内容とした公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和４年４

月６日に公布、施行されました。  

      地方公共団体の議会の議員または長の選挙についても、自動車の使用、ビラの作成及び

ポスターの作成については、条例で定めるところにより衆議院選挙または参議院選挙に準

じて無料とすることができると公職選挙法に規定されております。  

      みなかみ町においても、条例により公職選挙法施行令と同様の限度額を規定しているた

め、公職選挙法施行令に併せて改正を行うものであります。 

      以上が改正の主な内容であります。 

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５２号について、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５２号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第５２号について討論に入ります。 

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５２号の討論を終結いたします。 

      議案第５２号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 
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      よって、議案第５２号、みなかみ町議会議員及びみなかみ町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第９ 議案第５３号 みなかみ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第９、議案第５３号、みなかみ町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５３号についてご説明申し上げます。  

      令和３年度の人事院勧告で、国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意

見の申出が行われ、国家公務員に係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講ず

る措置が示されました。 

      既に一部の内容は実施されておりますが、育児休業の取得回数制限の緩和や民間育児・

介護休業法の改正内容を踏まえた措置については施行されておりませんでした。  

      令和４年６月に人事院規則が公布され、関連する育児休業等の運用が令和４年１０月１

日より施行されることになります。これを受け、地方公務員の育児休業等に関する法律や

関連する法令においても国と同様の措置が講じられます。  

      地方公共団体の職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件については、地方公務員法第２

４条第４項により国家公務員の措置との権衡を踏まえることが求められているところであ

り、みなかみ町においても国と同様の措置を講ずるものであります。 

      改正の主な内容は、育児休業の取得回数制限の緩和であります。現行では原則１回であ

る育児休業を、原則２回までは取得することができるようにするものです。  

      非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和では、出生後８週間以内までに取得できる育児

休業について、子が１歳６か月到達日までの任用継続の要件を、子の出生日から起算して

８週間と６月を経過する日までの任用継続とするものであります。  

      また、非常勤職員の子の１歳以降の育児休業取得の柔軟化について、当該育児休業の初

日が１歳到達日の翌日との限定を限定しないとするものであります。  

      施行期日については、令和４年１０月１日を予定しております。  

      以上が改正の主な内容であります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５３号について、質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５３号の質疑を終結いたします。  
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      これより議案第５３号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５３号の討論を終結いたします。 

      議案第５３号、みなかみ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５３号、みなかみ町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例については原案のとおり可決されました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１０ 議案第５４号 みなかみ町地方創生基金条例の制定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１０、議案第５４号、みなかみ町地方創生基金条例の制定についてを

議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５４号についてご説明申し上げます。  

      地域再生法第５条第４項第２号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行う

ための基金を設置するため、地方自治法第２４１条第１項の規定に基づき本条例を制定す

るもので、同法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５４号について、質疑ありませんか。  

      久保君。 

１５番（久保秀雄君） ただいま町長より地方創生基金ということで提案がありました。みなかみ町

は幾つかの基金を持っております。その中でふるさと応援基金、こういう基金が現在存在

しています。このふるさと応援基金そのものが町の活性化だとかいろんな施策を施行する、

そういう目的で積み立てられている基金だというように認識をしています。  

      そうすると、このふるさと応援基金と地方創生基金、この位置づけについて、当局はど

んな考え方を持っているかお聞かせいただきたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 総合戦略課長。 
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（総合戦略課長 林 市治君登壇）  

総合戦略課長（林 市治君） ただいまの質問にお答えいたします。  

      ふるさと応援基金は、個人のふるさと納税につきまして、それを、納税を受けたものを

積み立てているという趣旨の基金でございます。このたびの地方創生基金条例につきまし

ては、企業版ふるさと納税、企業が寄附をしたもの、そちらを積み立てるための基金とい

うことでご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      久保君。 

１５番（久保秀雄君） 前回というか、全協の中で、このふるさと応援基金も含めてですけれども、

特定寄附と一般寄附と、この使い道について明確にされていないと、こういう質問をさせ

ていただいています。 

      ふるさと応援基金についても、幾つかの特定寄附というのがあるということを答弁いた

だいているんだと思います。そういうことの中で、このふるさと応援基金の特定寄附、そ

して、今度、地方創生基金は企業版だということでありますけれども、その中でそういっ

た意味合いのというか、目的を持った寄附行為、こういうものが出てくるのか、全て一般

寄附という扱いでするのか、その辺のところもお聞かせいただきたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 林 市治君登壇）  

総合戦略課長（林 市治君） ただいまの質問にお答えします。  

      ふるさと納税における個人の寄附、それから企業版ふるさと納税における企業からの寄

附、これにつきましては全て一般寄附に当たります。ただ、個人のふるさと納税につきま

しては、町のほうで７つの使途を定めて、そちらを応援していただけるような形で受け口

をつくっているというところがございますので、以前その点で特定寄附に当たるのかとい

うお話がありましたけれども、基本的には一般寄附でございますが、そういった、ある程

度目的を持って寄附をしていただいた方にはその旨はお知らせする必要があるということ

で答弁させていただいた経緯はございます。  

      企業版ふるさと納税におきましても、一般寄附という扱いでございます。繰り返しにな

ります。ただし、企業版ふるさと納税につきましては、町のほうで地域再生計画というも

のを定め、その計画に見合ったものでないと寄附が受けられないというか、企業とします

と、企業版ふるさと納税というのはある程度税の優遇を受けられるという寄附でございま

すので、町のほうで受けた地域再生計画に沿った事業に寄附をいただいた者がその優遇を

受けられるというものでございます。  

      以上、よろしくお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 林 市治君登壇）  

総合戦略課長（林 市治君） すみません、ただいまの発言を訂正させていただきたいと思います。  

      一般の方のふるさと納税、企業からの企業版ふるさと納税を私、一般寄附と申し上げま

したけれども、正確には指定寄附に該当するということであります。よろしくお願いいた
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します。 

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

      久保君。 

１５番（久保秀雄君） 企業版ふるさと納税、地方創生のほうなんですけれども、今の課長の答弁で、

町の施策に沿った事業に対して寄附をしたらと。それ以外のものは受け付けないのかどう

か、その辺のところ、せっかく企業が町に寄附してくれると、こういうことであれば、い

ろんな折衝はあるんだと思いますけれども、町が寄附をしていただいて、それを町の活性

化、発展のために有効に使うと、こういうのが私は一つの流れになっていくんじゃないか

なと思うんですけれども、その辺の見解をお聞きしたいと思います。  

議 長（山田庄一君） 総合戦略課長。 

（総合戦略課長 林 市治君登壇）  

総合戦略課長（林 市治君） ただいまの質問にお答えします。  

      企業版ふるさと納税につきましては、町で定めた地域再生計画、この計画の内容という

のが第２期みなかみ町まち・ひと・しごと創生総合戦略全般の事業を行えるような形にな

っておりますので、幅広くお受けできると思います。  

      ただ、どうしてもその事業に合致しない場合には一般寄附となってしまう可能性はあり

ますけれども、定めた地域再生計画では広くお受けできるというふうに、そういう形で策

定してありますので、よろしくお願いいたします。  

議 長（山田庄一君） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５４号の質疑を終結いたします。  

      これより議案第５４号について討論に入ります。  

      まず、反対討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） 次に、賛成討論の発言を許します。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５４号の討論を終結いたします。 

      議案第５４号、みなかみ町地方創生基金条例の制定についてを採決いたします。 

      本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５４号、みなかみ町地方創生基金条例の制定については原案のとおり可

決されました。 

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１１ 議案第５５号 令和３年度みなかみ町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１１、議案第５５号、令和３年度みなかみ町水道事業会計未処分利益
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剰余金の処分についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５５号についてご説明申し上げます。  

      未処分利益剰余金の使途は、決算時の欠損金の補塡に限られます。企業債償還や建設改

良工事等の財源を確保し、計画的な事業執行を行うため、未処分利益剰余金を処分し、減

債積立金、利益積立金及び建設改良積立金として積み立てることができます。  

      今回、未処分利益剰余金６億８,７６１万９,０８０円を減債積立金３,０００万円、利

益積立金３,０００万円及び建設改良積立金６億２ ,７６１万９,０８０円として処分いた

したく、地方公営企業法第３２条第２項の規定により議会の議決を求めるものであります。

よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了しましたので、これより質疑に入ります。  

      議案第５５号について、質疑ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて議案第５５号の質疑を終結いたします。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） お諮りいたします。 

      議案第５５号、令和３年度みなかみ町水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、

所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５５号、令和３年度みなかみ町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついては所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１２ 認定第１号 令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について  

      認定第２号 令和３年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第３号 令和３年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第４号 令和３年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

      認定第５号 令和３年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

      認定第６号 令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１２、認定第１号、令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定

についてから認定第６号、令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以

上６件を一括議題といたします。  

      町長より提案理由の説明を求めます。  
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      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇） 

町 長（鬼頭春二君） 認定第１号から第６号まで一括して説明申し上げます。 

      最初に、認定第１号、令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてご説明

申し上げます。 

      歳入総額は１７０億３,４５２万５,８８１円、歳出総額は１６１億２,４４３万２,２７

２円で、歳入歳出差引残額が９億１,００９万３,６０９円となりました。このうち、翌年

度へ繰り越すべき財源額が１億４,７２８万５,０００円ありますので、実質収支額は７億

６,２８０万８,６０９円となっております。 

      歳入につきましては、町税が３３億１,２５０万４,２４１円で、歳入の１９.４％を占

めております。その主なものは、町民税８億４２５万３,３８０円、固定資産税２１億７,

４４４万２,８４２円であります。地方譲与税は２億１,３７５万円で、そのうち、令和元

年度に創設された森林環境譲与税は１,６７６万７,０００円であります。各種交付金は、

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金２億５ ,８２２万２,０００円を

含め、合計で８億１,８１７万６,１７０円であります。地方交付税では、普通交付税が４

９億３,８０１万９,０００円、特別交付税が３億５,９４８万５,０００円であります。 

      分担金及び負担金は９,１５２万１,４１２円で、学校給食費負担金５,６４０万６,９８

０円等であります。使用料及び手数料は、町営住宅使用料、一般廃棄物収集処理手数料等

で２億１,３０９万４,７４０円であります。国庫支出金は１９億１ ,１０５万２９２円で、

主なものは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２億１３５万２ ,０００円、

障害者自立支援給付費等負担金１億９ ,９１０万２ ,５２６円、児童手当負担金１億２ ,８

１３万９,５５７円、子どものための教育・保育給付交付金１億４,４２０万５,９９５円、

社会資本整備総合交付金等であります。  

      県支出金は１１億７,４２３万９,２７２円で、障害者自立支援給付費等負担金９ ,９５

５万１,２６２円、後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金５ ,４１８万５,４８８円、国

民健康保険基盤安定負担金７,３３５万４,６９３円、福祉医療費補助金５,４９３万８,０

５２円等であります。 

      寄附金は６億８,６８０万３,０５０円で、主なものはふるさと寄附金６億８ ,１０３万

１,０００円であります。 

      繰入金は４億４,６２５万２００円で、主なものは財政調整基金繰入金２億２,０００万

円、ふるさと応援基金繰入金１億５,３７０万円であります。 

      町債は１９億７,６６０万円で、主なものは過疎対策事業債が７億８ ,８９０万円、地方

交付税で交付されるべきところを町債としている臨時財政対策債が４億３ ,６２０万円等

であります。 

      次に、歳出についてご説明申し上げます。  

      １款議会費は１億２,７６０万２,６５９円であります。 

      ２款総務費は２６億３,４７２万１,４９１円となり、主な内訳は総務管理費２３億６ ,
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５０６万７,８０８円、徴税費１億５,５２６万８,５３１円であります。総務管理費の主

なものは、一般管理費７億３,５９８万８,４２０円、財産管理費９,２０４万２,６８２円、

企画費３億３,９８２万１,６４１円、地域振興費６億８,５４７万４,４３０円であります。  

      ３款民生費は２９億８,３７２万５,６３９円となり、主な内訳は社会福祉費１９億５ ,

０６４万９,９５７円、児童福祉費１０億３,３０３万６,９８８円であります。社会福祉

費の主なものは、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業１億９,０９５万５,６６８

円を含む社会福祉総務費３億１,６２３万１,７４９円、福祉医療費１億１,７０９万１,１

０３円、障害者福祉費５億３,７１５万８,９９３円、介護保険費４億５,９３８万５,１６

６円、後期高齢者医療費４億１,５５７万５,９７７円であります。 

      また、児童福祉費は児童福祉総務費１億３,７２２万２,７９６円、子育て世帯臨時特別

支援事業１億９,４８１万７,６８５円を含む児童措置費３億９,４１４万２,３８８円、保

育等施設費４億９,５００万２,７７６円等であります。 

      ４款衛生費は１２億６,４６４万４,５８３円となり、主な内訳は新型コロナウイルスワ

クチン接種事業を含む保健衛生費６億３ ,０８４万４,２２４円、清掃費５億８,７１７万

８,２０２円等であります。 

      ６款農林水産業費は６億６,１０２万６,０６８円となり、内訳は農業費４億５ ,７６５

万８,５５３円、林業費２億３３６万７,５１５円であります。 

      ７款商工費は９億３,２６９万３,２４２円となり、内訳はふるさと応援チケット事業１

億１,３１６万５,３７２円などを含む商工費２億１,１８５万２,５２５円と、愛郷ぐんま

地域クーポン事業１億５,１１４万９３１円などを含む観光費７億２,０８４万７１７円で

あります。 

      ８款土木費は２３億２,７９５万８,４２７円となり、主な内訳は道路橋梁費１３億４ ,

２２２万２,３６２円、町道悪戸矢瀬線整備事業を含む都市計画費７億９,５９６万９,８

８０円、住宅費１億５,４０９万８,６８３円等であります。道路橋梁費は道路橋梁総務費

８,９７９万３９６円、道路維持費１億９,９００万８,３３５円、道路新設改良費２億８,

８７１万８,３３４円、橋梁維持費２億８,３５９万８,６１１円、除雪費４億８,１１０万

６,６８６円であります。 

      ９款消防費は防災行政無線整備事業２億３ ,５５２万２,３０３円を含む７億６,８６９

万５５円であります。 

      １０款教育費は１８億２,９７７万１,２９０円となり、主な内訳は小中学校統合推進事

業１億７,９４１万３,８５６円を含む教育総務費７億３,９５８万３,８３９円、高等学校

費４億１,３９８万５,４００円、社会教育費２億１,９７９万７,２９１円、学校給食費２

億６,００９万３,１９７円等であります。 

      １１款災害復旧費は５億５,７１０万６,８９２円となり、主なものは令和２年９月に発

生した豪雨災害に伴うものであります。  

      １２款公債費は２０億１,９１７万７,３３０円となり、元金１９億９,３１０万９,３７

８円と利子２,６０６万７,９５２円であります。 

      以上、一般会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げました。  
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      次に、認定第２号、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げま

す。 

      歳入総額２４億７８２万８５６円、歳出総額２２億５ ,５３０万９,８５８円、歳入歳出

差引残額は１億５,２５１万９９８円となりました。  

      歳入につきましては、１款国民健康保険税が４億３ ,８４９万９,２６８円で歳入総額の

１８.２％、３款県支出金が１６億４,８６３万８,３０４円で歳入総額の６８.５％、６款

繰越金が１億４,８３５万１,６５３円で歳入総額の６.２％などとなっております。  

      歳出につきましては、２款保険給付費１６億１,４６６万２,３９９円が大部分を占めて

おり、歳出総額の７１.６％であります。 

      以上、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第３号、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げ

ます。 

      歳入総額３億１９０万９５８円、歳出総額２億７,８２１万４,３３６円、歳入歳出差引

残額は２,３６８万６,６２２円となりました。 

      歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料が１億８ ,１４５万２,５００円で歳入

総額の６０.１％を占め、続いて２款一般会計繰入金８ ,４５５万６,７６１円の２８％な

どとなっております。 

      歳出につきましては、２款後期高齢者医療広域連合納付金が２億６ ,２６５万８,７０５

円で大部分を占めており、歳出総額の９４.４％であります。 

      以上、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第４号、介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。  

      歳入総額２９億７７４万９,７２２円、歳出総額２８億３,６６４万６,３１２円、歳入

歳出差引残額は７,１１０万３,４１０円となりました。 

      歳入につきましては、１款介護保険料が５億４,３２９万７,１８０円で歳入総額の１８.

７％、４款国庫支出金が７億４,４０１万８,５７５円で２５.６％、５款支払基金交付金

が７億４,７１９万７,２０６円で２５.７％などとなっております。  

      歳出につきましては、２款保険給付費が２６億８,３０６万２,６７８円で大部分を占め

ており、歳出総額の９４.６％であります。 

      以上、介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げました。  

      次に、認定第５号、下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。  

      歳入総額は８億７,８６４万８,７３４円、歳出総額は８億４,７７５万４,９６６円、歳

入歳出差引残額は３,０８９万３,７６８円となりました。 

      歳入につきましては、２款使用料及び手数料が２億５,７２０万３,０７０円で歳入総額

の２９.３％、５款一般会計繰入金が４億５ ,７０４万８,０００円で歳入総額の５２％、

７款町債が１億１,４８０万円で１３.１％などとなっております。  

      歳出につきましては、２款下水道事業費が３億４,１７９万７,９３４円で歳出総額の４

０.３％、３款公債費が４億２５９万５,２６０円で４７.５％などとなっております。  

      以上、下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げました。  
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      次に、認定第６号、水道事業会計決算認定についてご説明申し上げます。 

      収益的収入及び支出につきましては、収入４億１３６万６ ,１５０円、支出３億６,１９

１万１,００１円となっております。  

      資本的収入及び支出につきましては、収入５ ,６８０万２,８９８円、支出１億９,１０

１万４,２４２円となっております。不足額１億３ ,４２１万１,３４４円は、過年度分損

益勘定留保資金１億２,５５７万１,４１１円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額８６３万９,９３３円で補塡をいたしました。  

      以上、水道事業会計決算認定についてご説明申し上げました。 

      認定第１号から第６号まで一括してご説明申し上げました。よろしくご審議の上、ご認

定賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。  

      ここで、みなかみ町代表監査委員より決算審査の報告を求めます。  

      代表監査委員澁谷正誼君。 

      澁谷君。 

（代表監査委員 澁谷正誼君登壇）  

代表監査委員（澁谷正誼君） 代表監査委員の澁谷でございます。  

      議長からご指名をいただきましたので、私のほうからさきに行いました決算審査につい

ての意見書について、概略をご報告させていただきます。 

      まず、１ページを見ていただきますと、基金の審査意見についてということで表記して

ございますけれども、このことは地方自治法第２３３条第２項の規定により実施されたも

のでございまして、７月１３日から２９日まで、実質１１日間にわたって審査をさせてい

ただきました。各課のご協力、ありがとうございました。  

      これにつきましては、この１ページの右上にございますように、８月１９日に鬼頭町長

のほうに提出してございます。  

      では、中に入りまして２ページ、一般会計からでございます。総説ということで、表が

２段出ておりますけれども、中ほどの財政収支の状況からご説明をします。一部、町長か

らのご報告と重複いたしますけれども、令和３年度の歳入総額は１７０億３ ,４５２万５,

８８１円、予算額に対しましては９４.１７％、調定額に対しては９６.１２％であったわ

けであります。 

      また、自主財源としての約６割を占める町税につきましては、３３億１ ,２５０万４,２

４１円で、歳入全体に占める割合としては１９ .４５、約２割というふうになっておりま

す。 

      歳出については、総額１６１億２,４４３万２,２７２円、歳入歳出差引残額は９億１,

００９万３,６０９円ということになりました。  

      財政運営の状況でございます。歳入につきましては、町税における収入未済額５億１ ,

４４９万６,３８２円、調定額に対しましての収納率は８４ .６３％、不納欠損額は８,７

００万５,２８４円というふうになってございます。  

      歳出については、予算額１８０億８,９６６万６,０００円に対しまして支出済額は１６
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１億２,４４３万２,２７２円でありまして、このうち不用額として１１億７ ,９８９万９,

７２８円、そして翌年度の繰越額が７億８,５３３万４,０００円というふうにありまして、

予算の執行率は８９.１４％でございました。これ、執行率、昨年は約８３％ぐらいでし

たけれども、今年はやや効率的な執行ができたというふうに感じております。  

      ３の基金の状況であります。それぞれ基金につきましては、積立てと運用利子、その他

積立てを行っておるようでございまして、３年度決算により生じた剰余金のうち約４億円

については令和４年度に積み立てる予定であるわけであります。  

      ここに一覧表を掲示してございます。町では全部で１６の項目の基金があるわけでござ

いまして、前年度末では約７１億８,０００万、本年度末では約７８億８,０００万という

ことで、約６億９,０００万円前年よりも積立てが増加したという実態でございました。  

      次に、各説でございます。 

      まず、歳入であります。ここに歳入決算額の推移ということで表を４ページ、５ページ

にわたって掲載してございます。令和元年、２年、３年というふうに３年間掲載してござ

いまして、それぞれ一覧になっておりますのでご覧いただければと思います。  

      この中で、５ページの中ほどに寄附金というのがありまして、本年度６億８ ,６８０万

３,０５０円、この中には先ほどの質問とも関係します企業版のふるさと納税というもの

が約４２５万円ほどあります。昨年はゼロだったわけでありますけれども、企業としても

税制上のメリットがあるということで、本年は全国的に増えているというような状況を聞

いております。 

      次に、歳入の主な状況でございます。  

      まず、町税でありまして、町税は調定額３９億１,４００万５,９０７円、これに対しま

して収入済額は３３億１,２５０万４,２４１円、収納率は８４.６３％でありました。徴

収についてはより一層の努力を望むものであるというふうには書きましたけれども、表を

見ていただくと分かりますように、昨年の徴収率は一番右のほうの中ほど、８２ .６２％、

今年度は８４.６３％ということで、２ポイントほど上回っております。これは各担当の

ご努力によるものというふうに考えております。  

      １１款の地方交付税。地方交付税は５２億９,７５０万４,０００円、この中には利根商

業高等学校分として４１億２,３５０万円が含まれておりまして、その全体的な表につい

ては次のページの表をご覧いただければと思っております。  

      中ほどに表がございます。１３款から２１款までの収入未済額、これも後ほど全体の収

入未済額が出てまいりますので、参考に見ていただければと思います。  

      ２番の歳出。まず、１款の議会費であります。７ページになります。  

      議会費の歳出総額は１億２,７６０万２,６５９円でありまして、主なものは議員報酬、

議員手当、職員人件費等でありまして、産業・観光・民生それぞれに課題は多いわけであ

りますけれども、引き続き未来に向かって進むべき道筋を確立できるような議会運営にご

期待を申し上げたいと思っております。  

      以降の各款については、数字につきましては先ほど町長からご報告がありましたので、

コメントに関する部分のみ概略を説明させていただきます。  
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      まず、２款の総務費であります。半分より下のほう、職員減少の中にあって当面の課題

は、少数精鋭による行政執行ではないだろうかというふうに思われます。後ほど総括意見

の中にもありますので、ここだけに止めておきます。職員個々の資質の向上、これは度重

ねての研修実施というものが効果的だろうというふうに思われますので、適時適切な研修

体制の確立を望みたいと思っております。  

      ３款の民生費であります。下から３行目のところから、生きがいを感じている高齢者の

割合は令和元年度７８.１％から令和２年度７７.８％、令和３年度６７.１％とやや低下

が続いております。このところのコロナ禍による行動制限等も影響しているんではないか

というふうに思われております。  

      一方、地域で支え合う福祉活動を行っている町民の割合というのは、令和２年度の３６ .

９％に対し令和３年度は３５.３％で、これもやはり低下しております。行政としては、

一人でも多くの町民の方が健康寿命を延ばし、元気な町が形成されていけるために、身近

な声かけのできる範囲での見守り合う体制、こういったものが必要でございまして、福祉

問題だけでなく多くの場面で今後も必要となるのではないかというふうに思われます。ボ

ランティア団体の育成、あるいは各種の情報をどう生かすか、こういったことに対して施

策の充実に期待するところであります。  

      ４款の衛生費であります。可燃ごみ処理方法につきましては、利根沼田ブロックでの広

域処理というものを目指すというふうになりました。ただ、当面ごみの減量化、廃プラご

みのリサイクル化、紙ごみの分別等の促進をしていただかなければなりませんけれども、

これを進めるためには町民のさらなる理解を深めることというのが大前提になるわけであ

ります。このための啓発をどう進めていくか、生ごみ処理機による資源化の進展等も考慮

に入れながら十分な対応を求めていきたいと思っております。  

      ５款の労働費は飛ばします。  

      ６款の農林水産業費、下から３行目のところから、町における農業者の農業所得は２ .

２億円となり、実数では前年をやや下回ったものの、ほぼ前年並みの結果となりました。

また、農業を牽引していく中核としての農業法人、これが１団体、認定農業者が５人、そ

れぞれ前年を上回ったようでございます。ただ、集落における高齢化というのは、これは

今後もますます進行していくというふうな状況にあるわけでございまして、自給的農家も

含めた農村対策というのはより難しい局面を迎えつつあるように思われます。英知を出し

ての対応が求められるところでございます。  

      ７款の商工費、町における観光宿泊者数、入湯客数は前年をやや上回る結果となりまし

た。アフターコロナを見据えて、本町の豊かな、そして魅力ある自然を抱えた立地をより

多くの人に伝えるため、一層の情報展開を望みたいと思います。  

      ８款の土木費、都市計画道路改良率は令和２年度までずっと約３７％台で続いてきたわ

けでありましたけれども、令和３年度には約７５％に達しました。特に悪戸矢瀬線の完成

によるということが非常に大きいものがあるわけでございまして、今後も道路改良の進展

に期待をしたいと思っております。  

      なお、町営住宅につきましては、引き続き利活用についての積極的な対応を望んでいき
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たいと思います。 

      ９款の消防費、次のページをご覧ください。近年、火災にとどまらず災害等の発生も多

く、消防団員の活動も増えているわけであります。しかし、定員６６２名に対しまして現

在５６２名という実態にあり、厳しい運営だというふうに聞いております。また、機能別

消防団員として７名が加入されておりますけれども、各分団の事情がそれぞれ異なるよう

でございまして、なかなか参加率が向上しない状況にあるというふうに言われております。

災害等は不測の事態でありまして、自主防災組織の底上げ、こういったものを図りながら

連携を取って、町民の安全確保のためにご尽力いただきたいと思っております。 

      １０款の教育費であります。中ほどから下のほう、中学校の統合に係る経費に加えて、

公立学校の情報機器購入費、学校情報通信ネットワーク環境整備など、これまでにない多

くの事業が実施されてまいりました。新たな時代の教育環境の確立に係る事業が増加する

ことは今後とも必至であるというふうに思われております。子供たちが新しい授業等の環

境変化に十分対応できるよう願うことはもちろんでありますけれども、これまでにない教

育手法の進展に向けて、関係者のより一層の対応に期待したいところでございます。  

      次のページの１３款の諸支出金でありますけれども、上から２行目のところ、令和３年

度の土地開発公社、この開発公社についても決算審査をさせていただきました。出納関係

帳簿及び証書類、これを照合してその内容を試査の上審査をした結果、会計処理は適法適

正であるというふうに認めたところであります。  

      次に、第２の特別会計であります。  

      現在、町には４つの特別会計があるわけでありまして、それを総括する形で表を３つほ

ど掲載してございます。 

      まず最初の特別会計歳入・歳出決算額、これは全体の数字を並べたものでございまして、

先ほど町長のほうから具体的なお話がありましたけれども、それぞれ歳入歳出とも前年を

上回った状況にありました。歳入につきましては前年比１０４ .８、歳出につきましては

前年比１０５.６という状況にあったようでございます。  

      次の一般会計の繰入金の状態ですが、国民健康保険、それから後期高齢者、これにつき

ましては繰入金は前年よりも下回っておりますけれども、介護保険と下水道事業がやや前

年を上回ったということで、全体としては１１億４５３万１ ,７３７円で、前年対比で１

０５.４％という実績でございました。  

      次に、表が３つあります。上の２つはそれぞれ指標を計算したものでございまして、ご

覧いただければと思います。  

      ３つ目の収入未済額、これにつきましては、令和２年度に比べまして令和３年度はそれ

ぞれ前年を下回ることができました。ただ、後期高齢者医療保険等につきましては１００ .

２ということで、ほぼ前年並みといいますか、前年よりもちょっと未済が増えたわけであ

りますけれども、いずれにしても合計で、令和３年度は１億７ ,６００万に対して昨年度

が１億９,４００万ということでございますので、前年よりも約１,８００万円ほど収入未

済を減らすことができたというのが実態でございます。  

      次に、各会計状況でございます。これはご覧いただければと思っております。  
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      １５ページをお願いします。第４の審査結果の総括意見でございます。令和３年度の決

算審査は、前年度決算審査に引き続き契約書の締結が必要な事業、補助金等交付事務につ

いて重点的に審査をさせていただきました。  

      まず１番の歳入についてであります。町税及び使用料等は町を支える礎でございまして、

収入未済額を増やさない対応に今後とも重要課題として取り組んでいただきたい。毅然と

した厳しい対処により住民間の公平と財源の確保に努めることが、今後厳しさを増すと予

想される財政運営の上からも強く望まれるところでございます。  

      なお、滞納者への督促、それから交渉及び滞納額管理及び滞納繰越金の起票においてト

ラブルやミスなどの発生を防ぐためにも複数職員で対応しながら、年度末には再度収入未

済の確認を行うなど、二重チェックを今後とも行っていっていただければというふうに思

っております。 

      次に、先ほど申しました収入未済の一般会計、特別会計全て含んだ未済額でございます。

令和３年度と２年度を併記してございます。次のページの１６ページのところに、これ、

合計額としては出しておりませんけれども、合計で令和３年度は８億７ ,０００万、昨年

が１０億５,０００万ということで、約２億円ほど全体としても未済額を減らすことがで

きたというふうに見ております。それぞれ各担当のご努力によるものというふうに思って

おります。 

      次に、歳出についてであります。健全財政に向けまして、地方債の新規発行の抑制等、

鋭意努力されているということが認められるわけであります。しかし、地方交付税の合併

算定替による加算措置が平成２８年度から段階的に削減されてまいりました。令和３年度

からは完全に一本化になったわけであります。  

      こうした中で、小学校の統合計画が進行しておりまして、そのほか橋梁でありますとか

ため池の長寿命化の対応、あるいは老朽化している施設における改修等の必要性なども出

てきておりまして、厳しい財政運営が想定されております。個別の事務事業の必要性・重

要性につきましてさらなる検討を進めていただきまして、保有する未利用財産などは売

却・貸付を図るなどして、少しでも経費が削減できますよう対応を進めていただきたいと

思っております。 

      ３番の積立基金であります。令和３年度における普通会計における積立基金は総額で７

８.７億円、前年度に対しては６.９億円の増というふうになりました。前年比では１０９ .

７％であります。この中で、財政調整基金は前年を０ .２億円ほど下回ったわけでありま

すけれども、その他特定目的基金が５ .９億円積立て増となったわけであります。これは、

交付税合併算定替による加算措置の終了による影響が予定よりも少なかったこと、また、

新型コロナウイルスによる感染者の増加のために各種の事業が未実施となった、あるいは

規模が縮小された、こういったことによりまして一般財源が抑えられたことによるもので

あるというふうに見られております。  

      ただ、今後も、先ほど言いましたように社会保障費、施設維持費等財政運営に対する大

きな影響を及ぼす各種の費用負担が想定されているわけでありまして、適切な基金運用に

より安定した行政運営が図れるよう管理を徹底していただきたいと思っております。  
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      ４番の補助金・請負契約等各種書式管理についてであります。例年、公正な予算運用が

されているかという観点から、各種事業の中から試査の形で標記事務についての監査を実

施しております。この中で、業務に係る一連の帳票類の提示、説明を受けました。基本的

に過誤なく予算執行が行われたことは確認できたところであります。  

      ただ、一部事務手続におきまして、書式の扱い方などに担当者の認識の違いなども散見

されたことから、引き続き統一的な対応が図れるよう望みたいと思っております。  

      次に、５番のみなかみ町の行政執行における適正な人員管理についてであります。これ

まで町では財政の健全化のために行財政改革に取り組んでまいりまして、特に人件費は大

きく抑制されてまいりました。平成３０年度以降、年々当初目標値を下回り続けており、

現在、職員数は当初の行財政改革の目標とされておりました２４０人規模を大きく下回り、

令和３年度は２１５人でありました。このことと直接関係しているかについての因果関係

というものは分かりませんけれども、職員の年次有給休暇消化率というのはここ何年も３

０％をやや上回る程度の結果に推移しているというふうになっております。  

      職員数というのがどうあるべきかということにつきましては、これまで類似団体であり

ますとか国における第１０次定員モデル、こういったものをそれぞれ念頭に置くべき指標

に出されておりますけれども、行政需要の多様化というのは今後も想定されるところでご

ざいまして、国や県等に関わる新たな施策やこれに伴う補助事業、あるいは今次の新型ウ

イルスの感染拡大がもたらした各種の行政需要への対応をはじめ、これまでにない事務事

業を推進する必要性というのも生じてくるのではないかというふうに思われます。  

      こうした状況を考慮しつつ、現在のみなかみ町での行政執行に当たっての適正人員はど

のくらいなのか、まずは現在の事務事業をベースとして検討する必要があるのではないか

というふうに思われます。 

      そもそも現在の定員管理は、平成１９年に行財政改革行動指針というものが出されまし

て、その当時に示されたものでございまして、それから既に１５年が経過しておるわけで

あります。現在の社会情勢、あるいは予算規模等も大きく変化している、こういった状況

の中では、みなかみ町の地理・地勢あるいは産業と観光、あるいは町民福祉やインフラ関

係等の実態を見据えて、みなかみモデルとしての定員管理が確立されることを望みたいと

思っております。 

      こうした中で、事務事業の統廃合や縮減、これについては、これまでの検討を受けて、

一部取り組まれたものもあるわけでありますけれども、多くの成果を上げるまでには至っ

ておりません。対応の仕方で実現可能となるものを導き出し、変化する社会情勢に適応で

きる体制というものが求められているわけであります。適正な行政規模と少数精鋭による

行政運営というのは不可欠でございまして、今後も経費の削減、事務の効率化、人員配置

の適正化等に向けてしっかりとした取組を期待したいと思っております。  

      次の６番の上毛高原駅周辺整備についてであります。町ではみなかみ町幸せ創生本部事

業という形で２０８万円が支出されました。この中には上毛高原を核としたまちづくり構

想策定委員報償金というものが支出されておるわけでございまして、この策定委員会は１

６名の委員で構成されており、年度内に４度の委員会を開催しながら、本年２月に上毛高
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原駅を核としたまちづくり構想を取りまとめたわけであります。  

      内容は、主に新幹線駅名変更、それと新幹線駅周辺のまちづくりであるわけであります

けれども、この中の新幹線の駅名変更につきましては従前から動きはありました。今回の

構想ではプロジェクトを立ち上げて、町外の関係者も加えながら駅名確定の必要性につい

ての理解を深めたいというふうに言っております。  

      注目したいのは新幹線駅周辺の整備についてでありまして、みなかみ町の将来を見据え

て移住者向けの住宅開発、駐車場やバスターミナルの整備、ワーケーション関連の施設や

商業施設、公共・公用あるいは観光等々の関連施設などを重点的にして、可能なものから

順次取り組む方向というものが出されております。  

      まさにみなかみ町の表玄関として、それにふさわしい景観と機能を整備し、将来にわた

ってみなかみ町が発展し続けるための素地づくりというものを目指しているわけでありま

す。この壮大な計画の遂行に当たっては、まずアクションプランの早期の確立というのが

必要でありまして、その体制づくりこそが急務であるというふうに思われます。  

      ２０年、３０年先を見据えた取組として、多くの問題と課題が山積していると思われま

すけれども、地元代表者の参加も求めながら、まずはその道筋をつける努力をしていただ

きたいというふうに思います。  

      次、７番の老朽化した町有施設の今後の対応についてであります。現在、町には休憩施

設、あるいは農業者の健康増進施設、一般的には体育館と言われていますけれども、ある

いはトレーニングセンターなどのほかに観光会館や民俗資料館などの施設において、老朽

化が顕著になったものや利用形態の変化したものなどによりまして、その存続への対応が

迫られている状況というものも見られているようであります。  

      今後も財政状況が好転するという要素は低いわけでありまして、処置を引き延ばして後

年度負担が増大する可能性というのは極めて高いというふうに言わざるを得ない現状にあ

ります。整理縮小、あるいは用途変更による利活用、こういったものについての思い切っ

た早期の計画と実行性を求めていきたいと思います。  

      次の８番の移住定住に向けた取り組みであります。  

      近年、都市部における若い世代にこれまで見られなかった農村回帰への意識変化が各種

のデータの中に見られているというふうに言われておりまして、町においてもそういった

状況を踏まえながら各種の施策に取り組んでいるわけであります。  

      そのうち、その一つとして地域おこし協力隊に期待するものということで、町では移住

定住促進費ということで約６,３７０万円が支出されました。その核となるのが、地域お

こし協力隊事業としての４,８９０万円であります。令和３年度には１２名の隊員が、県

内はもちろんでございますけれども、遠く沖縄、あるいは福島や愛知、こういったところ

からも移住してきておりまして、観光協会でありますとか農村公園公社などをはじめ各種

の団体に所属しながら活動していただいております。  

      地域外からの斬新な視点を生かしながら、任地における地域活動の担い手の一人として

期待をされているわけでありますけれども、単なる活動だけでなくて、隊員の生まれ育っ

た環境から見たこのみなかみ町の利点、欠点、我々町民にとってはふだんの生活の中で受
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け止める景観とか産業・文化全てにわたって、あって当たり前、なくて当たり前という認

識があるわけでありますけれども、これに対して外部からの目線ではどう見えているか、

最長３年間という任期の中での提案を受けながら、町としてどう生かしていけるかが最も

期待すべきことではないかというふうに思われます。  

      町と隊員とで認識を共有しながら磨き上げたみなかみ町への移住定住に向けまして、発

信できるような体制づくりを期待したいと思います。これは町の現在のありようを否定す

るものではございません。より魅力あるまちづくりをしていくための一つの方法として取

り組んでいただければというふうに思っているわけであります。  

      ２）の「空き家バンク事業」の充実を。空き家等活用促進事業は、令和３年度５００万

円の事業費で１９件の物件が成約となりました。空き家の賃貸等についての空き家バンク

は、移住を検討している人にとっては自治体が運用しているということで安心できるとし

て、全国的にも一定の成果を上げているというふうに言われております。ただ、賃貸を計

画している人の要望も様々でございまして、なかなか思うような物件が見つからないとい

う状況もあると見られます。  

      こうした要望の一つに、近年、子育て家庭などを中心に、子供に安心できる野菜を食べ

させたい、あるいは休日を家庭菜園などでリフレッシュしたいといった要望もあるという

ふうに聞いております。いわゆる農地つきの空き家を探す人も増えているという実態であ

ろうというふうに思います。  

      農地の取得に当たりましては、ご存じのように農業委員会の許可が必要となっておりま

して、また、許可要件の中の一つとして下限面積要件があるわけです。希望者にとっても

一つのハードルとなっていることは事実であるわけであります。こうした状況を見越して、

他の自治体でも空き家に付随する農地に別段の面積を設定いたしまして、要望に応える事

例も増加しております。 

      当町においては、現在のところホームページやパンフレットにおきまして、空き家バン

クの登録につきましては「居住を目的とした宅地等（農地は除く）」というふうに表記さ

れておりまして、農地の登録は認められていないようであります。  

      上述のような趨勢を踏まえまして、いろいろな要望に応えられるように窓口を広げて、

一人でも多くの移住定住者の増加に結びつくような施策の展開を望みたいと思っておりま

す。 

      以上、要望事項も含めまして、まとめて意見を記したところでございます。本町の将来

に向けて対応を望みたいと思っております。  

      令和３年度決算におきまして、出納関係帳票類及び証書類を照合し、その内容を試査の

方法により審査した結果、一般会計、特別会計及び企業会計を通じて、会計処理は適法適

正だというふうに認めましたので報告をいたします。  

      終わりに、本年度、議会議員選挙が今年あります。これを機に勇退をされる方、あるい

はまた再度立候補していただける方、それぞれあろうかと思います。これまでの任期の間、

諸般にわたって誠実に誠心誠意ご尽力をいただきました皆さん方に対しまして、監査委員

の立場からも心から敬意を表したいと思います。ありがとうございました。  
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      以上、私の報告を終了させていただきます。  

議 長（山田庄一君） 以上で決算審査の報告を終わります。  

──────────────────────────────────────────── 

議 長（山田庄一君） ここで暫時休憩します。再開を１０時５０分とします。  

（１０時３４分 休憩）  

──────────────────────────────────────────── 

（１０時５０分 再開）  

議 長（山田庄一君） 休憩前に引き続き会議を再開します。  

      これより質疑に入ります。 

      認定第１号から認定第６号につきましては、明日、連合審査会を開催しますので、詳細

な質疑につきましては連合審査会にてお願いいたします。  

      認定第１号、令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定について質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第１号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第２号、令和３年度みなかみ町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第２号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第３号、令和３年度みなかみ町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第３号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第４号、令和３年度みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第４号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第５号、令和３年度みなかみ町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第５号の質疑を終結いたします。  

      次に、認定第６号、令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定について質疑はありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ありませんので、これにて認定第６号の質疑を終結いたします。  

      お諮りいたします。 

      認定第１号、令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第６号、

令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以上６件は、委員会議案付託
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表のとおり所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号、令和３年度みなかみ町一般会計歳入歳出決算認定についてから認

定第６号、令和３年度みなかみ町水道事業会計決算認定についてまで、以上６件は、委員

会議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

日程第１３ 議案第５６号 令和４年度みなかみ町一般会計補正予算 (第４号 )について  

 

議 長（山田庄一君） 日程第１３、議案第５６号、令和４年度みなかみ町一般会計補正予算(第４

号)についてを議題といたします。 

      町長より提案理由の説明を求めます。  

      町長鬼頭春二君。 

      町長。 

（町長 鬼頭春二君登壇）  

町 長（鬼頭春二君） 議案第５６号についてご説明申し上げます。  

      既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４ ,１３３万３,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５７億６ ,６９３万６,０００円とするものであ

ります。 

      歳出補正につきましては、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費３２０万円の増額は、

住民基本台帳管理事業であります。  

      ３款民生費、２項児童福祉費２００万３ ,０００円の増額は、子育て世帯等臨時特別支

援事業であります。 

      ４款衛生費、１項保健衛生費５,７００万円の増額は、新型コロナウイルスワクチン接

種事業であります。 

      ６款農林水産業費、１項農業費６１８万円の増額は、農地情報管理事業及びため池整備

事業であります。 

      ７款商工費、２項観光費１,２４５万円の増額の主なものは、観光センター改修事業で

あります。 

      ８款土木費、２項道路橋梁費５,２００万円の増額の主なものは、単独道路改良事業で

あります。 

      １０款教育費、１項教育総務費８５０万円の増額は、小中学校統合推進事業であります。  

      財源となる歳入補正につきましては、国庫支出金５ ,７００万円の増額は、新型コロナ

ウイルスワクチン接種事業負担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助

金であります。 

      県支出金９２万５,０００円の増額は、農地集積・集約化対策事業補助金です。  

      繰越金２億６,２８０万８,０００円の増額は、純繰越金です。 
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      町債１億７,９４０万円の減額は、臨時財政対策債です。  

      以上が一般会計の補正内容であります。  

      よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。  

議 長（山田庄一君） 提案理由の説明が終了いたしました。 

      お諮りいたします。 

      議案第５６号、令和４年度みなかみ町一般会計補正予算（第４号）について、後日の本

会議において審議したいと思いますが、これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、議案第５６号、令和４年度みなかみ町一般会計補正予算(第４号)については後

日の本会議において審議することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

休会の件  

 

議 長（山田庄一君） お諮りいたします。 

      明日８月２６日から９月１日までの７日間は議案調査のため休会したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

議 長（山田庄一君） ご異議なしと認めます。 

      よって、明日８月２６日から９月１日までの７日間は休会することに決定いたしました。  

──────────────────────────────────────────── 

 

散  会  

 

      以上で、本日の議事日程第１号に付された案件は全て終了いたしました。 

      本日、この後１１時５分から議会全員協議会を開催いたしますので、出席をお願いいた

します。 

      明日２６日には、午前９時より決算連合審査会を開催いたします。 

      ２９日には、午前９時より総務文教常任委員会を開催いたします。  

      ３０日には、午前９時より厚生常任委員会を開催いたします。  

      ３１日には、午前９時より産業観光常任委員会を開催いたします。  

      最終日、９月２日は午前９時より本会議を開きます。  

      本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでした。  

 

 

（１０時５７分 散会） 
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